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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆された活性炭にマイクロ波を照射するか又は高周
波を印加する活性炭の加熱方法。
【請求項２】
被覆材が、２００℃以下の温度では物理、化学的に安定な耐熱性被覆材である請求の範囲
１記載の活性炭の加熱方法。
【請求項３】
被覆材が、１Ωｍ以上の電気比抵抗を有する電気絶縁性被覆材である請求の範囲１又は２
記載の活性炭の加熱方法。
【請求項４】
活性炭に含まれる灰分が１５重量％以下である請求の範囲１記載の活性炭の加熱方法。
【請求項５】
活性炭と被覆材の重量比が、２００：１～２：１である請求の範囲１記載の活性炭の加熱
方法。
【請求項６】
被覆材により被覆される活性炭の形状が粒状であり、その平均粒子径が０．１～５０ｍｍ
である請求の範囲１記載の活性炭の加熱方法。
【請求項７】
被覆材が、無機系の酸化物、粘土鉱物又はフェライト化合物である請求の範囲１～３のい
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ずれかに記載の活性炭の加熱方法。
【請求項８】
水ガラスを含む被覆材で被覆された請求の範囲１記載の活性炭の加熱方法。
【請求項９】
耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆された活性炭を充填塔に充填し、溶剤又はガスを
吸着させた後、マイクロ波を照射または高周波を印加し加熱することにより吸着した溶剤
又はガスを脱離させる溶剤又はガスの回収方法。
【請求項１０】
耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆され、触媒成分を担持していてもよい活性炭を、
反応器に充填した後、マイクロ波を照射または高周波を印加し加熱することによって反応
を促進させる触媒反応方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、耐熱性且つ電気絶縁性被覆材で表面が被覆された活性炭にマイクロ波を照射
するか、高周波を印加することにより活性炭を加熱する方法に関する。またその被覆活性
炭を用いて溶剤又はガスを吸着させた後、簡単な方法で該活性炭を加熱し、吸着されてい
た溶剤又はガスを回収する方法に関する。さらに、本活性炭の加熱方法を応用した触媒反
応方法に関する。
【背景技術】
　溶剤を大量に扱う工場では、揮散する溶剤を活性炭に吸着させ、後に脱着させて回収す
る方法が広く用いられている。しかし、吸着した溶剤の脱離方法は水蒸気加熱方式が一般
的であり、ボイラー、コンデンサ、デカンタなどが必要である。また脱離した溶剤と水の
分離が困難であり、溶剤回収装置が大型となるので設備コスト、ランニングコストも高く
つく。このため、ドライクリーニング店や塗装工場など溶剤を扱う小規模事業所などでは
溶剤回収装置があまり装備されておらず、溶剤の一部は大気中へ放散されているのが現状
である。ガスの精製や、悪臭ガス、有害ガスの吸着、除去にも活性炭が用いられるが、こ
れらのガスを吸着した活性炭を加熱することにより活性炭からガスを離脱させる場合も、
溶剤の場合と同じ事情が存在する。
　また、活性炭は種々の化学反応の触媒あるいは触媒用担体として用いられているが、触
媒反応では一般に加熱が必要な場合が多い。この場合には、処理するガスや装置全体を大
掛かりな装置により加熱する必要があり、且つ多量のエネルギーが消費される。
　そこで水蒸気を用いないで簡便な方法により活性炭から溶剤が脱離、回収できれば、小
規模な事業所でも簡単な設備で溶剤回収が可能となり、大気汚染の防止につながるはずで
ある。本発明は、水蒸気を用いることなく、活性炭に吸着した溶剤やガスを安全且つ容易
に脱離、回収することができる活性炭の加熱方法および、その方法を用いた溶剤回収方法
を提供しようとするものである。さらにはガスの精製や悪臭ガス、有害ガスの除去に使用
した活性炭を、安全かつ効率よく再生する方法も提供する。
　また、活性炭を用いた触媒反応装置において、活性炭を効率よく加熱、昇温させること
ができれば、小型の設備による省エネルギー運転が可能となる。本発明は触媒である活性
炭自体を安全且つ効率よく加熱、昇温させることができる活性炭を用いた触媒反応方法を
提供するものである。
【発明の開示】
　溶媒やガスを吸着した活性炭から水蒸気により溶媒やガスを脱離させる代わりに、活性
炭に直接マイクロ波を照射するかまたは高周波を印加して活性炭を加熱し、吸着した溶剤
やガスを脱離させる方法が考えられる。しかし、活性炭は電気的絶縁破壊が起こりやすく
、マイクロ波を照射した場合に放電現象が起こって火花が飛び、活性炭が着火、燃焼、爆
発するという大きな問題点がある。これを防ぐために日本特許公開平６－３１１６３号で
は、活性炭を充填した層に不活性ガスを循環させる方法が提案されている。しかしながら
、この方法では加熱が均一に行うことができず、また装置内全体を不活性ガスで置換する
必要があり、装置が重厚、大型化し、経費が嵩むと言う問題点がある。
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　そこで本発明者らはこの課題を解決するために鋭意検討した結果、活性炭の表面を、耐
熱性且つ電気絶縁性被覆材で被覆して、活性炭の粒子同士が直接接触しないようにした結
果、この被覆活性炭に空気中（酸素の存在下）でマイクロ波等を照射しても、火花放電が
発生せず、従って活性炭が発火、燃焼することなく、安全且つ容易に、しかも短時間内に
活性炭自体の温度を目的とする温度にまで加熱することができることを見出した。
　即ち本発明は、
（１）耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆された活性炭にマイクロ波を照射するか又
は高周波を印加する活性炭の加熱方法、
（２）被覆材が、２００℃以下では物理、化学的に安定な耐熱性被覆材である（１）記載
の活性炭の加熱方法、
（３）被覆材が、１Ωｍ以上の電気比抵抗を有する電気絶縁性被覆材である（１）又は（
２）記載の活性炭の加熱方法、
（４）活性炭に含まれる灰分が１５重量％以下である（１）記載の活性炭の加熱方法。
（５）活性炭と被覆材の重量比が、２００：１～２：１である（１）記載の活性炭の加熱
方法、
（６）被覆材により被覆される活性炭の形状が粒状であり、その平均粒子径が０．１～５
０ｍｍである（１）記載の活性炭の加熱方法、
（７）被覆材が、無機系の酸化物、粘土鉱物又はフェライト化合物である（１）～（３）
のいずれかに記載の活性炭の加熱方法、
（８）水ガラスを含む被覆材で被覆された（１）記載の活性炭の加熱方法、
（９）耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆された活性炭を充填塔に充填し、溶剤又は
ガスを吸着させた後、マイクロ波を照射または高周波を印加し加熱することにより吸着し
た溶剤又はガスを脱離させる溶剤回収方法および、
（１０）耐熱性且つ電気絶縁性被覆材により被覆され、触媒成分を担持していてもよい活
性炭を、反応器に充填した後、マイクロ波を照射または高周波を印加し加熱することによ
って反応を促進させる触媒反応方法、
である。
　活性炭表面に種々の物質を被覆し、新たな物性や機能を付与する技術は、従来から多数
報告されているが、それらのほとんどは親水性の向上や微粉発生の抑制などが目的であり
、本発明のようなマイクロ波等による加熱、溶媒回収、加熱触媒反応促進を目的としたも
のはなかった。本発明の被覆活性炭を用いると、マイクロ波照射装置あるいは高周波印加
装置と簡単なコンデンサがあれば、小規模装置によっても加熱による溶剤又はガスの回収
や加熱触媒反応が可能となり、また装置内を不活性ガスで置換する必要もない。
　本発明に使用される活性炭は、その表面をシリカ、アルミナ、チタニアなどの無機系物
質、あるいはフッ素樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂などの耐熱性と電気絶縁性
を有する被覆材で被覆した活性炭である。被覆のない活性炭の場合には、部分加熱が起こ
ったり、昇温温度が安定せず、また火花放電が起こり、活性炭自体が発火、燃焼してしま
う可能性がある。これに対し、本発明に使用する被覆活性炭ではマイクロ波照射の出力に
応じて均一且つ安定した昇温温度を保持することができる。この性質を利用すれば、溶剤
等を吸着した活性炭から溶剤を安全且つ簡便にに脱離させることができる。
　本発明に用いられる活性炭は、溶剤、ガスの回収や加熱触媒反応に適した活性炭であれ
ばどのようなものでも良い。しかし、活性炭中に含まれる灰分が多いと、溶剤を吸着した
際の発熱量が大きく、また発火点も下がるので、活性炭中に含まれる灰分が１５重量％以
下ものが好ましく、１０重量％以下のものがさらに好ましく、７％以下のものが最も好ま
しく用いられる。この低灰分率の活性炭は、灰分を含んだ活性炭を水、塩酸等の酸を含ん
だ水溶液で洗浄することによって得ることができる。
　活性炭の原料は植物の果実（やし殻、キャンドルナッツ殻など）、石炭（褐炭、瀝青炭
、無煙炭など）、ピッチ、タール、木粉（おが屑など）、合成樹脂（フェノール樹脂、塩
化ビニリデン樹脂など）など一般的に用いられるものであればなんでも良い。このなかで
は果実、特にヤシ殻由来のものや石炭、特に瀝青炭由来のものが安定的供給や性能面で好
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ましい。
　賦活方法も特に限定されるものではない。たとえば「活性炭工業、重化学工業通信社（
１９７４）、ｐ．２３～ｐ．３７」の方法で製造される水蒸気、酸素、炭酸ガスなどの活
性ガスで賦活された賦活炭や、リン酸、塩化亜鉛などを用いた薬品賦活炭などの活性炭が
用いられる。原料の賦活活性炭のＢＥＴ比表面積は、５００～２５００ｍ２／ｇ、好まし
くは７００～２０００ｍ２／ｇ、最も好ましくは８００～１８００ｍ２／ｇである。
　活性炭の粒度は特に限定されないが、通常は平均粒子径が０．１～５０ｍｍのものが用
いられる。好ましくは０．２～３０ｍｍ、より好ましくは０．５～１０ｍｍである。
　活性炭の形状は破砕状のものや成形体（円柱状、球状など）に成形したものでも良い。
成形は粉末活性炭を成型して所定の形状にしても良いし、あらかじめ成型した原料を賦活
して活性炭にしてもよい。これらの中で特に、球状のものは、被覆する物質を活性炭表面
に均一な厚みに被覆し易いので好ましい。
　活性炭を球状に成型するには、転動造粒機などを用いても良いし、マルメライザーのよ
うな装置でペレット状に押し出したものを球状化するなどの方法がある。
　本発明に用いられる耐熱性、電気的絶縁性被覆材は、２００℃以下では発火したり、熱
変化を受けず物理的、化学的に安定であり、電気絶縁破壊が起こりにくい材料、即ち電気
絶縁体であれば良い。より具体的には、２００℃以下の温度では、発火せず、熱変化を受
けない耐熱性を有し、電気比抵抗（体積抵抗率）が１Ωｍ以上、好ましくは、１０３Ωｍ
以上、更に好ましくは１０５Ωｍ以上のものである。この被覆剤の具体例の中で、無機系
物質としては、アルミナ（電気比抵抗約１０１２Ωｍ）、シリカ（電気比抵抗約１０１０

Ωｍ）、ジルコニア（電気比抵抗約１０１２Ωｍ）、チタニア（電気比抵抗約１０１１Ω
ｍ）、酸化鉄（電気比抵抗約１０１１Ωｍ）、酸化カルシウム（電気比抵抗約１０１０Ω
ｍ）などの無機酸化物、鉄ニッケルフェライト（電気比抵抗約１０１０Ωｍ）、鉄ジルコ
ニウムフェライト（電気比抵抗約１０３Ωｍ）、ニッケル亜鉛フェライト（電気比抵抗約
１０１０Ωｍ）などの軟磁性フェライト、イットリウム鉄ガーネット（電気比抵抗約１０
１０Ωｍ）などのガーネット系フェライトなどのフェライト化合物、鉄クロムなどの合金
、ニッケル（電気比抵抗約１０９Ωｍ）などの金属単体、更にはカオリン（電気比抵抗約
１０１１Ωｍ）、タルク（電気比抵抗約１０１２Ωｍ）、セピオライト（電気比抵抗約１
０１１Ωｍ）、ベントナイト（電気比抵抗約１０１１Ωｍ）などの粘土鉱物、ソーダ石灰
ガラス（電気比抵抗約１０１１Ωｍ）、水ガラス（電気比抵抗約１０１０Ωｍ）、ホウケ
イ酸ガラス（電気比抵抗約１０１３Ωｍ）などのガラス類が挙げられる。有機系物質とし
ては、フッ素樹脂（電気比抵抗約１０１５Ωｍ）、フェノール樹脂（電気比抵抗約１０１

１Ωｍ）、ポリエステル樹脂（電気比抵抗約１０１１Ωｍ）、塩化ビニル樹脂（電気比抵
抗約１０１３Ωｍ）、塩化ビニリデン樹脂（電気比抵抗約１０１３Ωｍ）などの耐熱性樹
脂が挙げられる。被覆材は単独あるいは複数を組み合わせて用いても良い。
　被覆材の粒子の平均粒径は特に限定されないが、０．１～２００マイクロメートル好ま
しくは０．５～１００マイクロメートルのものが使いやすい。
　被覆材の使用量は、乾燥基準で、活性炭の重量：被覆材の合計重量が、２００：１～２
：１、好ましくは１００：１～３：１、より好ましくは５０：１～４：１である。
　被覆層の厚みは、活性炭の粒子直径にもよるが、０．１マイクロメートル～５ミリメー
トル、好ましくは、０．５マイクロメートル～１ミリメートルである。
　被覆材を活性炭表面に被覆する方法は、公知の方法が用いられる。例えば、被覆材を活
性炭の細孔内に侵入し難く、被覆材を活性炭の表面に付着させて活性炭粒子を被覆するよ
うな適当なバインダーの溶液で希釈し、これに活性炭を浸し乾燥する方法（含浸法）、被
覆材を含む前記溶液を活性炭表面に噴霧し乾燥する方法（噴霧法）、また活性炭を流動さ
せた状態で、被覆材を含む前記溶液を通過させて乾燥する方法（流動法）などが挙げられ
る。被覆材がバインダー機能を兼ねることがあるが、必要であればさらに他のバインダー
や粘度調節剤を混合してもよい。この被覆操作により活性炭粒子の表面が被覆材で被覆さ
れるが、細孔内には侵入せず、溶媒等の出入りには殆ど影響がない。
　これに対し、溶解しているイオンや超微粒子（分子レベルの大きさ）を活性炭細孔内に
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侵入しやすい溶液に分散させ含浸法等により担持させる場合は、イオンや超微粒子が細孔
内部にも侵入し、その内壁に付着するが、活性炭粒子の全表面が被覆されるものではない
。
　本件で言う被覆は、活性炭表面に固着させることを言い、担持のように活性炭細孔内部
に固着させることではない。
　バインダーや粘度調節剤には、有機系と無機系が存在する。有機系バインダー、粘度調
節剤としてはたとえばポリウレタン、ポリスチレン、塩化ビニリデンなどのラテックス系
樹脂が挙げられ、また無機系バインダーとしては水ガラス（ケイ酸ナトリウム）、シリカ
アルミナセラミックスなどが挙げられる。これらの中では特に水ガラスが好ましい。水ガ
ラスやシリカアルミナはバインダーになるとともに、シリカの被覆の役目も果すので好適
な例として挙げられる。水ガラスは活性炭に被覆した後乾燥することによりシリカ（二酸
化ケイ素）として折出する。また、被覆材、バインダー、粘度調節剤は、それぞれ１種類
でもよいし、２種類以上を使用してもよい。バインダー、粘度調節剤の使用量は、被覆材
１００部に対し、０．０１～１０重量部、好ましくは、０．１～５重量部である。ただし
、水ガラス、シリカアルミナセラミックスのようにそれ自体が被覆の役目を果たすものは
これに限定されない。
　マイクロ波は、波長０．１ｍｍ～１ｍの電磁波であり、いずれの波長のマイクロ波でも
使用できるが、周波数３００ＭＨｚ～３００ＧＨｚのものが便宜に使用することができる
。中でも、２．４５ＧＨｚ、５００Ｗのマイクロ波が入手しやすい。印加する高周波は、
波長が１ｋＨｚ～１０ＭＨｚ、好ましくは、１０ｋＨｚ～１ＭＨｚのものが適当である。
　本発明を利用して、活性炭が吸着した有機溶剤を回収する方法について述べる。
　被覆材で被覆した活性炭を充填した塔へ、溶剤を含んだガスを通過させることにより、
溶剤を活性炭へ吸着させる。活性炭が吸着破過状態まで溶剤を吸着した後、マイクロ波等
を活性炭へ照射する。充填層中の被覆活性炭は、マイクロ波等の照射により活性炭が加熱
され発熱し、昇温する。しかし、活性炭粒子が直接接触していないので、発火、燃焼など
が起こらない。そして加熱により吸着されていた溶剤は活性炭から脱離し、活性炭は再生
される。脱離した溶剤は、コンデンサで凝縮され回収される。この際に従来のような蒸気
を用いないので、溶剤の回収が非常に容易となり、装置も小型化ができる。また多量の水
との分離が不要であり、微量に溶解した溶剤が排水中に混入することもない。
　活性炭中に水分も吸着している場合には同時に水も離脱するが、量は少なく、分離は容
易である。
　マイクロ波等の照射量は、活性炭から吸着物質が脱離する温度以上になるように決めら
れる。通常、脱離に必要な温度は１２０℃以上である。この温度はマイクロ波の照射量に
よってコントロールすることができる。この温度では溶剤とともに吸着した水分も脱離す
るので、活性炭の再生に好ましい。加熱する場合の温度の上限は活性炭が燃焼しない温度
であり、通常は約４００℃以下に抑えることが望ましい。充填塔は固定床でも良いし、移
動床、流動床でもよい。
【００１６】
　回収する溶剤としては活性炭で吸着可能な溶剤であれば特に限定されない。例えば、ガ
ソリン、石油、灯油、ケロシン、ミネラルスピリット、ナフサ、ペンタン、ヘキサン、ヘ
プタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの
芳香族炭化水素、例えば、１，３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン、クロロホルム、
１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレ
ン、ｔｒａｎｓ－１，２－ジクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，１，
２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素などの
揮発性有機塩素化合物、例えば、アセトン、エチルメチルケトン、ジエチルケトン、イソ
ブチルメチルケトン、シクロヘキサンなどのケトン類、例えば、酢酸メチル、酢酸エチル
、酢酸プロピル、ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸プロピルなどのエステル類、例えば、ジ
エチルエーテル、イソプロピルエーテル、フルフラール、テトラビドロフラン、ジオキサ
ンなどのエーテル類、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコー
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ル、ブチルアルコールなどのアルコール類などが挙げられる。
　また、本発明の方法は、溶剤回収のみならず、ガス精製などに用いられた活性炭を再生
する場合にも適用できる。例えば、天然ガス、プロパンガス、汚泥からのメタン発酵ガス
には高沸点の炭化水素類が含まれており、これらの除去に活性炭が用いられるが、本発明
の方法により不純物を吸着した活性炭を現場で容易に再生することができる。その他悪臭
ガスや有害ガスの除去に活性炭を使用した場合も同様にして、使用済活性炭の再生を行う
ことができる。
　次に、本発明の加熱方法を用いて、触媒反応装置を加熱する方法について述べる。
　先ず、活性炭を触媒反応装置に充填する。この場合、必要に応じて活性炭に触媒金属を
あらかじめ担持したものが用いられる。触媒金属は被覆した後で担持しても良いが被覆材
による被覆の前に活性炭に担持しておくことが望ましい。この触媒反応装置に、反応物質
を流通させる。この際に、マイクロ波を照射して、反応に適した温度まで加熱させる。こ
のような方法で効率よく活性炭のみが加熱でき、省エネルギーで小型の反応装置となる。
【図面の簡単な説明】
　　第１図　マイクロ波照射による未被覆活性炭の温度変化
　　第２図　マイクロ波照射による被覆活性炭の温度変化
　　第３図　マイクロ波照射による未被覆活性炭の火花放電の測定
　　第４図　マイクロ波照射による被覆活性炭の火花放電の測定
　　第５図　マイクロ波照射によるキシレン吸着被覆活性炭の温度変化
【発明を実施するための最良の形態】
　以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこの実施例によりなんら限定され
ることはない。
【実施例１】
被覆活性炭の調製
　表１に示した割合で、水で希釈した水ガラス（和光純薬製、ケイ酸ナトリウム：電気比
抵抗約１０１０Ωｍ）にタルク（和光純薬製、：電気比抵抗約１０１２Ωｍ）を分散させ
た溶液を作った。転動造粒機で球状活性炭（日本エンバイロケミカルズ株式会社製　球状
炭ＸＳ－７１００；平均粒子径１．０ｍｍ；灰分　３ｗｔ％；電気比抵抗１０－５Ωｍ、
または呉羽化学工業株式会社製　ビーズ炭；平均粒子径０．７ｍｍ；灰分　０．５ｗｔ％
；電気比抵抗約１０－５Ωｍ）を転動させながら、タルク・水ガラス溶液を３０分間かけ
て噴霧し、活性炭表面に被覆した。これを１１５℃の乾燥機に入れ十分乾燥し、被覆活性
炭のサンプルを得た。
【実施例２～６】
　表１の実施例２～６に記載の組成で、実施例１と同様にして、活性炭の表面に被覆を施
し、被覆球状活性炭を得た。
実施例７および８
　表１の実施例７および８に記載の組成で、実施例１と同様にして、ニッケル亜鉛フェラ
イト（合成品、電気比抵抗約１０１０Ωｍ）を、水で希釈した水ガラスに分散した溶液を
作り、球状活性炭の表面に被覆した。
比較例１および２
　元炭をそのまま使用したものを比較例１および２の未被覆活性炭とした。
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【表１】

　なお、前記実施例で用いられた活性炭（元炭）のうち、ＸＬ－７１００は、平均粒子径
２．５ｍｍ；灰分３ｗｔ％；電気比抵抗１０－５Ωｍの球状活性炭（日本エンバイロケミ
カルズ株式会社製）、Ｘ－７１００は、平均粒子径１．３ｍｍ；灰分３ｗｔ％；電気比抵
抗１０－５Ωｍの球状活性炭（日本エンバイロケミカルズ株式会社製）である。
実験例１
　マイクロ波照射試験
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　導波管式マイクロ波照射装置のアプリケータ部中央に内径１０ｍｍの石英製Ｕ字管を置
いた。そのＵ字管に約２ｃｍの高さに比較例１の被覆されていない活性炭を充填した。そ
の活性炭の中央部に光ファイバー型温度計センサーを入れ、温度をモニターしながら２．
４５ＧＨｚ、２００Ｗのマイクロ波を照射した。その結果を図１に示した。
　またこのとき、火花放電の様子は、フォトセンサーからの信号をオシロスコープ（Ｔｅ
ｋｔｒｏｎｉｘ　ＴＤＳ２２０）に取り込んで図３に示した。すなわち、図３における縦
軸のピークが火花放電の発生を示している。
　同じ要領で、実施例１の被覆活性炭についても実験を行った。その結果を、図２および
図４に示した。被覆活性炭は、マイクロ波照射によっても温度が安定しており、また火花
放電も観察されなかった。
　他の実施例によって得られた被覆活性炭についても同じ実験をした結果、全て実施例１
の実験とほぼ同様の結果が得られた。
実験例２
　溶剤の吸脱着試験
　上記のＵ字管に、実施例７の被覆活性炭を約２ｃｍの高さになるように充填した。この
カラムにキシレン１０００ｐｐｍを含む窒素ガスを２５℃で、１時間流通させ、キシレン
を活性炭に吸着させた。キシレンの吸着終了後、Ｕ字管に空気を流通させながら、マイク
ロ波（２．４５ＧＨｚ、２００Ｗ）を６分間照射した。その結果、活性炭の温度は急速に
上昇し、約１分で１４０℃に達し、一定となった。その時の活性炭の温度変化を図５に示
した。マイクロ波照射前と照射後の活性炭の重量から、マイクロ波照射の温度上昇により
、吸着していたキシレンの９０％が脱離したことが判明した。また、脱離したキシレンを
含む空気を、コンデンサーで冷却することにより、容易にキシレンを液化し回収すること
ができた。
実験例３
　触媒反応の実験
　マイクロ波照射実験に用いたと同じ装置に、白金を１重量％担持した活性炭に、実施例
８と同様の組成で被覆した活性炭を得た。これを上記と同様のＵ字管に充填し、空気を流
通させながら、マイクロ波（２．４５ＧＨｚ、２００Ｗ）を５分照射した。その結果、活
性炭の温度は急速に上昇し、約１分で１４０℃に達し、一定となった。この状態のまま反
応ガスを流すことにより、触媒反応を実施することができる。
【産業上の利用可能性】
　本発明の、表面を耐熱性、絶縁性被覆材で被覆した活性炭をマイクロ波照射などにより
加熱する方法は、酸素を含有する雰囲気中でマイクロ波等を照射しても、火花放電が発生
しないので、活性炭が燃焼することなく、容易且つ短時間内に均一に活性炭自体の温度を
目的とする温度に上げることができる。また、小規模装置により実施できるので、ドライ
クリーニング店、塗装店など溶媒を取り扱う小規模事業所での実施が可能であり、ガス精
製用活性炭の再生や活性炭触媒を用いる加熱反応にも応用できる。



(9) JP 4332499 B2 2009.9.16

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(10) JP 4332499 B2 2009.9.16

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ０１Ｊ  19/12     (2006.01)           Ｂ０１Ｊ  19/12    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  柳　寿一
            大阪府大阪市淀川区十三本町２－１７－８５　日本エンバイロケミカルズ株式会社内

    審査官  宮澤　尚之

(56)参考文献  特開昭５０－１５２９９４（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５２－０６６８９６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５２－０３５１９４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０１９６４６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０３１１６３（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第５３６７１４７（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C01B  31/08
              B01D  53/02
              B01D  53/04
              B01J  19/12
              B01J  20/00-38/74
              JSTPlus(JDreamII)
              WPI(DIALOG)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

